
（様式４） 

重要取組シート 

取組項目 保育人材の確保 

現状・課題 

全国的な保育士不足の状況下で、有効求人倍率は年々上昇している。 

待機児解消に向けた「受け入れ枠の拡充」に加え、安心・安全で質の高い教育・

保育の提供にあたっては、さらなる保育人材の確保が不可欠であり、従来から実施

する保育士等の就職促進施策に加えて、離職防止や職場の環境改善に向けた取組み

などが必要である。 

【参考】保育士の有効求人倍率の推移（大阪府） 
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取組みの 

内  容 

昨年度から開始した「さかい保育士総合支援事業」の 1つのメニューである就職

支援金については、住所要件を撤廃し、保育人材の確保につなげる。 

 さらに市内民間保育施設の求人情報や施設情報が一元的に検索できる「さかい保

育人材ポータルサイト（仮称）」の運用を開始し、「保育士等就職支援コーディネー

ト事業」による就職あっせんの活性化を図るほか、保育就職相談会の開催や保育人

材アドバイザーの派遣を効果的に実施するなど、さらなる保育士確保施策に取り組

む。また、就職準備金の貸付を行う「さかい保育士就職応援事業」など、従来から

実施している施策については、これらの事業とあわせて積極的な事業周知を行う 
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前期 

（～7月） 

□（６～７月）保育士総合支援事業（就職支援金・修学支援金）の申請受付 

□（６月）  リモートによる就職相談会の実施 

□（７月）  堺市保育就職相談会の開催（第１回） 

□（～８月） 保育士総合支援事業（修学支援金）の支払い（１・２期分） 

中期 

（～11月） 

□（９月）  さかい保育人材ポータルサイトの運用開始 

□（９月）  堺市保育就職相談会の開催（第２回） 

□（9月）  保育士総合支援事業（修学支援金）の申請受付（後期分） 

□（１０月） 保育士総合支援事業（修学支援金）の支払い（３期分） 

□（１１月） 堺市保育就職相談会の開催（第３回） 

後期 

（～3月） 

□（～１２月）市内養成施設、民間事業者へのアドバイザー派遣 

□（１月）  保育士総合支援事業（修学支援金）の支払い（４期分） 

□（～２月） 市内養成施設と市内民間保育事業者との交流・意見交換会の開催 

□（～３月） 保育士総合支援事業（就職支援金の追加受付） 

次年度 

以降 

□ （～５月） 保育士総合支援事業（就職支援金）の支払い 

□ さかい保育人材ポータルサイトの広報戦略における展開、保育就職相談会など

の継続的な実施 
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